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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景 

 (1) 超高齢社会の到来 

   国勢調査によると、我が国の総人口のうち高齢者（65歳以上）の占める割合

（高齢化率）は、昭和45年に7.1％であったのが、平成27年には26.6％に達し、

3.8人に1人の割合となっています。 

   同じく国勢調査によると、本県の高齢化率は、昭和45年に9.0％であったのが、

平成27年には28.4％に達し、3.5人に1人の割合となっており、全国を1.8ポイン

ト上回る水準となっていることから、本県は、全国に比べ高齢化が進んでいる

ことになります。 

   また、高齢者福祉基礎調査（山梨県福祉保健部）による本県の直近の高齢化

率は、平成29年4月1日の時点で28.8％であり、団塊の世代と呼ばれる戦後の第1

次ベビーブーム世代（昭和22～24年生）が既に65歳以上となり、さらに、平成3

7年には75歳以上となるため、急速に進行する高齢化の中で、後期高齢者（75

歳以上）の占める割合が、一層大きくなると見込まれています。 

   国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、全国で後期高齢者の人口が

前期高齢者（65歳以上74歳以下）の人口を上回るのは、平成30年と見込まれて

いますが、高齢者福祉基礎調査（山梨県福祉保健部）によると、本県は、全国

の予想より10年以上早い平成18年4月1日の時点で、後期高齢者の人口が前期高

齢者の人口を上回っています。 

   同推計によると、平成48年には、全国の高齢化率が33.3％に達し、国民の3人

に1人が高齢者という「超高齢社会」の到来が見込まれています。本県は、全国

より6年早い平成42年の時点で高齢化率が34.4％に達し、県民の3人に1人が高齢

者になると見込まれています。 
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資料：昭和45年～平成27年国勢調査（総務省） 
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 資料：平成15年度～平成28年度高齢者福祉基礎調査（山梨県福祉保健部） 

       

資料：日本の将来推計人口（平成29年推計）（国立社会保障・人口問題研究所） 

図表１－１ 高齢者（65 歳以上）の総人口に占める割合（高齢化率）の推移 

図表１－２ 高齢者人口と高齢者の総人口に占める前期・後期高齢者割合の推移（山梨県） 

図表１－３ 高齢者人口と総人口に占める割合の将来推移（全国） 
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 資料：日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）（国立社会保障・人口問題研究所） 

   

 

資料：日本の将来推計人口（平成29年推計）（国立社会保障・人口問題研究所） 

 

   資料：日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）（国立社会保障・人口問題研究所）

図表１－４ 高齢者人口と総人口に占める割合の将来推移（山梨県） 

図表１－５ 年齢４区（0～19 歳、20～64 歳、65～74 歳、75 歳以上）別将来人口の推移（全国） 

図表１－６ 年齢４区（0～19 歳、20～64 歳、65～74 歳、75 歳以上）別将来人口の推移（山梨県） 
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 (2) 医療費の増加 

   平成27年度における国民医療費は42兆円を超え、国民所得の約11％を占めて

いますが、過去10年間を振り返ると、国民医療費の伸び率は、ほぼ毎年、国民

所得の伸び率を上回っている状況です。 

   国においては、患者負担の見直しや診療報酬のマイナス改定といった国民医

療費の抑制につながる取り組みを行ってきていますが、こうした取り組みがな

い年においては、国民医療費は概ね年間1兆円（年率約3～4％）ずつ伸びる傾向

にあると国では分析しています。 

   また、平成27年度において国民医療費の35.7％を占める後期高齢者医療費は、

後期高齢者人口の伸びに伴い、平成37年には、国民医療費の半分弱を占めるま

でになると国では予想しています。 

（診療報酬改定） 0.2% ▲2.7% ▲1.0% ▲3.16% ▲0.82% 0.19% 0.004% 0.1%
（主な制度改正） ・介護保険制度施行 ・高齢者１割 ・被用者本人 ・現役並み ・乳幼児の患者負担 ・70-74歳

・高齢者１割負担導入 　負担徹底　  ３割負担等 　所得高齢者 　軽減措置の拡大 2割負担

＜対前年度伸び率＞ 　３割負担等 　（３歳未満→未就学児） （％）
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国民医療費 ▲ 1.8 3.2 ▲ 0.5 1.9 1.8 3.2 0.0 3.0 2.0 3.4 3.9 3.1 1.6 2.2 1.9 3.8

後期高齢者（老人）医療費 ▲ 5.1 4.1 0.6 ▲ 0.7 ▲ 0.7 0.6 ▲ 3.3 0.1 1.2 5.2 5.9 4.5 3.0 3.6 2.1 4.4

国民所得 1.7 ▲ 2.2 ▲ 0.8 1.2 0.5 1.1 1.1 0.8 ▲ 6.9 ▲ 3.0 2.4 ▲ 0.9 0.5 2.3 1.5
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資料：平成29年版厚生労働白書（山梨県福祉保健部で平成27年度国民医療費等の数値を修正） 

 (3) 医療費適正化計画の策定 

   将来にわたり国民の安全・安心の基盤である国民皆保険を堅持し続けていく

ためには、医療の質の確保を図りつつ、制度全般にわたる構造的な改革に取り

組み、医療費について過度の増大を招かないよう、経済財政と均衡がとれたも

のにしていく必要があります。 

図表１－７ 医療費の動向 
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このための仕組みとして、平成18年の医療制度改革により、国及び都道府

県は、「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和57年法律第80号）に基づ

き医療費の適正化を推進するための計画（以下、医療費適正化計画という。）

を策定することとされ、平成20年3月に平成20年度から平成24年度を計画期

間とする医療費適正化計画を策定し、続いて、平成24年3月には、平成24

年度から平成29年度を計画期間とする医療費適正化計画を策定しました。 

今回、計画期間が終了することから、引き続き住民の健康の保持を図る

とともに、良質かつ適切な医療が提供されるよう、本県の実情に即して現

行計画を見直し、新たに「山梨県医療費適正化計画」を策定しました。 

 

２ 計画の基本理念 

   高齢化の更なる進展を見据え、安全・安心の基盤である医療制度を持続

可能なものとするため、県民の健康の保持・増進を図るとともに、県民の

生活に支障が生じることのないよう十分配慮しながら、医療の効率化を進

め、医療費の適正化に取り組みます。 

 

３ 計画の位置付け 

   山梨県医療費適正化計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第9条第1

項に基づき、平成28年3月、平成28年11月及び平成29年12月に厚生労働省から示

された「医療費適正化に関する施策についての基本的な方針」（以下「基本方

針」という。）に即して策定しています。 

 (1) 計画の期間 

   計画の期間は平成30年度を初年度とし、平成35年度を目標年度とする6ヶ年計

画としています。 

 (2) 他の計画等との関係 

   本計画は、「住民の健康の保持の推進」と「医療の効率的な提供の推進」

を主たる柱としており、他の計画（「健やか山梨21」、「山梨県地域保健医

療計画」、「健康長寿やまなしプラン」、「山梨県国民健康保険運営方針」）

と密接に関連することから、次のとおり整合を図っています。 
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  ①「健やか山梨21」（健康増進法）との関係 

    生活習慣病対策を効果的に行い、高い予防効果が得られるようにする

ため、「健やか山梨21」における生活習慣病対策に関する取り組みと、本

計画における住民の健康の保持の推進に関する取り組みとの整合を図っ

ています。 

  ②「山梨県地域保健医療計画」（医療法）との関係 

    良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の実現を図っていくため、

「山梨県地域保健医療計画」における良質かつ効率的な医療提供体制の構

築に関する取り組みと、本計画における医療の効率的な提供の推進に関

する取り組みとの整合を図っています。 

  ③「健康長寿やまなしプラン」（介護保険法）との関係 

    介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実

施が図られるようにするため、「健康長寿やまなしプラン」における介

護給付等対象サービスの量の見込みに関する事項及び介護保険施設等の

整備等に関する取り組みと、本計画における医療と介護の連携等に関す

る取り組みとの整合を図っています。 

  ④「山梨県国民健康保険運営方針」（国民健康保険法）との関係  

国民健康保険の安定的な財政運営及び市町村の国民健康保険事

業の広域的かつ効率的な運営の推進を図るため、「山梨県国民健康

保険運営方針」における医療費の適正化に向けた取り組みと、本計

画における住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推

進に関する取り組みとの整合を図っています。  

 (3) 計画の変更手続きと公表 

   この計画を変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び保険者協

議会に協議するとともに、この計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生

労働大臣に提出し、公表します。 

 (4) 計画に基づく施策の実施に関する協力 

計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者等、医

療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めます。 
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第２章 医療費を取り巻く現状と課題 

１ 医療費の動向 

 (1) 国民医療費の動向 

   全国の医療費は、これまで国民所得を上回る伸びを示し、平成27年度は、42

兆3,644億円、前年度の40兆8,071億円に比べ1兆5,573億円、率にして3.8％の

増加となっています。 

   近年は、患者負担の見直し等の制度改正がない年度の医療費は概ね毎年1兆円

（年率約3～4％）ずつ伸びる傾向にあると国では分析しています。 

   また、国と本県の伸び率の比較をすると、平成8年度から平成26年度までの伸

び率は、国が1.43倍、本県が1.32倍と同じような傾向になっています。 

   平成26年度における1人当たり医療費は、全国平均が32万1千円であるの

に対し、本県はそれを若干下回る31万5千円と全国で低い方から17番目とな

っています。 

  

 

資料：平成8年度～平成26年度国民医療費（厚生労働省）

図表２－１ 国民医療費の推移（全国） 

図表２－２ 国民医療費の推移（山梨県） 
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資料：平成26年度国民医療費（厚生労働省） 

 

 (2) 後期高齢者（老人）医療費の動向 

   後期高齢者（老人）医療費の推移を見ると、平成14年度から平成19年度まで

は、老人医療費の対象範囲が段階的に75歳まで引き上げられたこと（平成14年1

0月から平成19年10月まで）にも留意する必要がありますが、ほぼ横ばいの状況

が続いています。 

平成20年度には老人保健制度から後期高齢者医療制度へ移行しましたが、後

期高齢者医療被保険者数の増加などに伴い、平成20年度以降の後期高齢者医療

費は右肩上がりの増加傾向となっております。 

   また、平成26年度の後期高齢者医療制度の被保険者1人当たり医療費は9

3万4千円となっており、後期高齢者医療制度以外の医療保険加入者1人当た

り医療費（21万2千円）の4.4倍となっています。高齢化の急速な進展に伴っ

て、今後も、医療費の大幅な増加が予想されます。 

図表２－３ 一人あたり医療費（総額）の全国比較 
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資料：平成12年度～平成19年度老人医療事業年報（厚生労働省） 

○○    平成20年度～平成27年度後期高齢者医療事業年報（厚生労働省） 

      医療保険に関する基礎資料 

図表２－４ 後期高齢者（老人）医療費の推移（全国） 

図表２－５ 後期高齢者（老人）医療費の推移（山梨県） 
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２ 医療費を取り巻く状況 

(1) 特定健康診査・特定保健指導（注1）の実施状況 

   本県の特定健康診査の受診率は、平成27年度で55.6％と全国平均の50.

1％を上回っており、年々増加しています。また、特定保健指導の実施率は、

平成27年度で22.4％と全国平均の17.5％を上回っています。 

   本県の平成27年度の特定健康診査受診者のうち、メタボリックシンドロ

ーム（注2）の該当者の割合は13.6％、予備群の割合は11.2％となっていま

す。また、対Ｈ20年比のメタボリック該当者及び予備群の減少率は、平成2

6年度で1.8％となっており、全国3.18％に比べ低くなっています。 

 

 

図表２－６ 特定健康診査受診率の推移 

図表２－７ 特定保健指導実施率の推移 
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資料：特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省） 

 

 

 

 

（注 2）メタボリックシンドロームの定義 

   メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪の蓄積により、高血糖・高血圧になったり、

血中脂質異常を起こしたりして、生活習慣を改善しなければ、心筋梗塞や脳卒中などが起

こりやすくなる状態をいいます。 

特定健康診査結果としてのメタボリックシンドローム該当者とは、腹囲が男性 85cm 以

上、女性 90cm 以上で、３つの項目（血中脂質、血圧、血糖）の基準のうち２つ以上の項

目に該当する者、また、メタボリックシンドロームの予備群とは、腹囲が男性 85cm、女

性 90cm 以上で、３つの項目（血中脂質、血圧、血糖） の基準のうち１つに該当する者で

す。 

図表２－９ メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合の推移（山梨県） 

図表２－８ メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率（対 20 年比） 

（注 1）特定健康診査及び特定保健指導  

   平成 20 年度から医療保険者に義務づけられた、 40 歳以上 74 歳以下の加入者（被

保険者・被保険者の被扶養者）に対する内臓脂肪型肥満に着目した健康診査・保健

指導を言います。  

   特定健康診査は腹囲や血糖値、中性脂肪値等の測定、結果の通知及び生活習慣の改

善に関する基本的な情報提供を行います。   

   特定保健指導は、特定健康診査を踏まえた結果、リスクに応じて対象者を階層化し、

対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善にむけた行動変容（習慣化され

た行動パターンを変えること）ができるように、対象者の状態に応じて個別支援を

していくものです。   
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(2) 生活習慣病の状況 

   本県の国民健康保険及び後期高齢者医療制度における医療費の疾病別割

合をみると、悪性新生物や糖尿病、虚血性心疾患、脳血管疾患など生活習

慣病に分類される疾病が、いずれも医療費総額の30％を越えています。ま

た、後期高齢者医療制度における脳血管疾患と高血圧性疾患の割合は、国

民健康保険に比べると、高くなる傾向にあります。死因別の死亡割合では、

約半分が生活習慣病に起因するものとなっています。 

   受療の状況を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が

徐々に増加し、75歳を境にして生活習慣病の入院受療率が大きく増加

しています。  

   また、本県では、糖尿病性腎症による新規透析患者が、平成27年におい

て人口10万人あたり17.6人であり、全国で2番目に多い状況となっています。

人工透析は、個人の生活の質が著しく低下するだけでなく、多額の医療費

がかかることが指摘されています。このため、糖尿病性腎症の重症化予防

を含めた生活習慣病の予防対策が必要です。 

 

 

資料：平成 28 年度国民健康保険疾病分類・後期高齢者医療疾病分類統計表（山梨県福祉保健部）  

 

30.9% 
36.5% 

図表２－１０ 医療費総額の疾病別割合 

山梨県国民健康保険 山梨県後期高齢者 

生活習慣病  生活習慣病  
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       資料：平成 28 年人口動態調査（厚生労働省）  

 

 

 資料：平成 26 年患者調査（厚生労働省）  

図表２－１１ 死因別死亡割合（山梨県） 

50.2% 

図表２－１２ 年齢階級別受療率（山梨県） 

（外 来） （入 院） 
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 資料：平成 27 年度わが国の慢性透析療法の現状（日本透析医学会）  

 

 (3) 喫煙の状況 

   平成26年度の県民栄養調査によると、本県の成人の喫煙率は19.6％とな

っており、平成21年度の21.2％から1.6ポイント減少しています。 

   事業所を対象として隔年で実施している喫煙対策実施状況調査で、本県

の喫煙率の推移を見ると、男性、女性ともに横ばいの状況です。これは、

国民健康・栄養調査による全国の喫煙率の推移と同じ傾向となっています。 

また、年代別の喫煙率を見ると、40歳代の喫煙率が、男性51.3％、女性1

1.4％と一番高く、30歳代から40歳代の子育て世代の喫煙率が高い傾向にあ

ります。 

 

図表２－１４ 糖尿病性腎症による新規透析患者数（人口 10 万人対） 

全国平均 

１２．９ 

全国平均 

２６１ 

図表２－１３ 新規透析患者数（人口 10 万人対） 
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資料：平成16～26年度県民栄養調査（山梨県福祉保健部） 

  

資料：平成10年度～平成26度喫煙対策実施状況調査（山梨県福祉保健部） 

 

資料：平成10年～平成26年国民健康・栄養調査（厚生労働省） 

 

図表２－１５ 喫煙率の推移（山梨県） 

（参考） 喫煙率の推移（山梨県） 

（参考） 喫煙率の推移（全国） 
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資料：平成26年度県民栄養調査（山梨県福祉保健部） 

 

(4) 予防接種の状況 

    予防接種には、法律に基づき市町村が実施する「定期の予防接種」と希

望者が各自で受ける「任意の予防接種」があります。 

定期の予防接種は、実施主体の市町村が子どもに接種するＡ類疾病（ジ

フテリア、百日せき、麻しん、風しん、結核等）のワクチンの接種費用

の全額を負担しており、さらに居住する対象者に対して積極的に接種を

勧奨していることから、極めて高い予防接種実施率となっています。 

    特に、麻しん及び風しんについては、公衆衛生上の観点から、国が９

５％以上の接種率を目標に掲げており、本県では第１期（1歳時）の接種

率がほぼ９５％以上である一方、第２期（小学校就学前1年間）の接種率

は９０％以上９５％未満で推移しています。 

Ａ類疾病の予防接種については、感染症治療費の抑制効果のみならず、

県民の疾病予防の観点から、予防接種の実施率の向上が必要です。 

 

図表２－１６ 年代別喫煙率（山梨県） 
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 資料：平成28年度麻しん風しんの予防接種の実施状況（厚生労働省） 

 

 

 

図表２－１７   第１期麻しん風しんワクチン接種状況 

図表２－１８   第２期麻しん風しんワクチン接種状況 
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(5) その他予防・健康づくりの状況 

① がん検診の状況 

本県におけるがん検診の受診率は、平成28年の国民生活基礎調査では、

胃がん検診50.1％、大腸がん検診51.3％、肺がん検診58.7％、乳がん検

診57.2％、子宮頸がん検診47.9％となっており、いずれも全国の平均受

診率を上回っています。 

    また、がんの早期発見・早期治療のためには、精密検査が必要と判定さ

れた受診者が、その後、実際に精密検査を受診することが重要ですが、平

成26年の本県の精密検査受診率（精密検査受診者数／要精密検査者数）は、

胃がん76.4％、大腸がん63.8％、肺がん75.1％、乳がん83.4％、子宮頸が

ん57.7％にとどまり、いずれも全国平均を下回っています。 

 

 

 

 

資料：平成28年国民生活基礎調査（厚生労働省） 

図表２－１９ がん検診受診率 
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資料：平成27年度地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省） 

 

(6) 後発医薬品（注3）の使用状況 

    平成28年度の本県の後発医薬品の使用割合は、59.6%となっており、全国

平均の66.8％より7.2ポイント低くなっています。 

   また、後発医薬品の使用割合の推移を見ると、全国平均は平成25年度に

比べると18.9ポイントの増加となっているのに対し、本県は、着実に増加

しているものの17.0ポイントの増加に留まっています。 

図表２－２０ がん検診精検受診率 
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資料：平成29年度最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 （厚生労働省） 

・保険薬局の所在する都道府県ごとに集計 

・「数量ベース」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量ベース 

・「使用割合」の算出方法＝ 

【後発医薬品の数量】/【後発医薬品のある先発医薬品の数量】＋【後発医薬品の数量】 

 

 

資料：平成26年度～平成29年度最近の調剤医療費（電算処理分）の動向（厚生労働省） 

 

 

 

図表２－２１ 平成 28 年度後発医薬品の都道府県別使用割合（数量ベース） 

図表２－２２ 後発医薬品の使用割合（数量ベース）の推移 

全国平均 

６６．８％ 

（注 3）後発医薬品  

後発医薬品は、ジェネリック医薬品とも呼ばれており、先発医薬品と同一の有効

成分を同一量含有しており、効能・効果や用法・用量も基本的には変わらないとさ

れる医薬品です。一般的に先発品に比べて、研究開発に要する費用が低く抑えられ

ることから、３～５割程度価格が安くなります。  

このため、後発医薬品を普及させることは、患者の負担の軽減や医療保険財政の

改善につながると考えられています。  
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(7) 医薬品の適正使用の状況 

   本県では、医薬品の適正使用の観点から、医薬分業（注4）を推進してき

ました。公益社団法人日本薬剤師会調べによると、平成28年度（H28.3月～

H29.2月）の本県の医薬分業率は、75.3%となっており、全国平均の71.7％

より3.6ポイント高くなっており、着実に医薬分業が進んでいます。 

医薬分業が進むことで、患者の服薬情報は、薬剤師または薬局が一元的・

継続的に把握することが可能となります。さらに、患者一人一人が「かか

りつけ薬剤師」「かかりつけ薬局」（以下かかりつけ薬剤師・薬局）を持

つことにより、複数の医療機関を受診した場合でも、多剤・重複投与（注5）

による副作用や症状の悪化の予防、また、残薬の発生の防止といった効果

が期待されます。多剤・重複投与等の是正は、患者にとって安全かつ効果

的な服薬に資するものであり、加えて医薬品の適正使用につながっていく

ため、医薬分業に加え、かかりつけ薬剤師・薬局の定着が重要となってい

ます。 

   

 

資料：公益社団法人日本薬剤師会調べ 注：平成28年3月～平成29年2月まで 

 

図表２－２３ 処方箋の受け取り率（医薬分業率） 

全国平均 

７１．７％ 
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資料：公益社団法人日本薬剤師会調べ  注：年度集計は、毎年3月～翌年2月まで 

図表２－２４ 処方箋の受け取り率（医薬分業率）の推移 

（注 4）医薬分業  

 医薬分業とは、患者の診察、薬剤の処方を医師、歯科医師が行い、院外の薬剤

師が医師、歯科医師の処方せんに基づき、薬剤の調剤、飲み合わせ・重複投与の

確認及び服用にあたっての情報提供を行うという形で役割分担をすることです。 

なお、医薬分業率は、処方せんの受取率で表されます。  

（注 5）多剤・重複投与  

    多剤投与とは、複数の医療機関を受診した場合、複数の薬局から同時期に処方

された多くの薬のことで、重複投与とは、同一薬効を持つ薬を複数種類服用する

ことです。  
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３ 本県の課題 

 (1) 住民の健康の保持の推進に関する課題 

   県民の受療の実態を見ると、悪性新生物、糖尿病、高血圧性疾患などの

生活習慣病に関する外来受療率及び入院受療率は、年齢とともに上昇して

おり、今後の高齢化の進展により患者数の増加が予想されます。 

一方、喫煙と肺がんや心臓病、肥満と糖尿病など、食生活や運動などの

生活習慣とこれらの疾患の関係が明らかとなり、予防のためには、生活習

慣の改善が必要です。 

このため、医療費の増加を抑えていくためには、若い時からの生活習慣

病の予防に加え、生活習慣病に罹患した場合の早期治療による重症化予防

対策も重要となっています。 

 

 (2) 医療の効率的な提供の推進に関する課題 

   地域における医療の効率的な提供体制の構築にあたっては、医療機能の

分化・連携が必要であり、それぞれの医療機関が地域において果たす役割

を踏まえ、地域全体で効率的・効果的な体制を構築していく必要がありま

す。また、急速な少子高齢化の進展により、医療や介護の需要が大きくな

ることが見込まれるため、在宅医療の推進、地域包括ケアシステムの構築

を通じた、切れ目のない医療・介護サービスを提供することが求められて

います。 

   また、本県の医療費総額に占める薬局調剤医療費の割合は、およそ２割

となっており、医療費適正化の観点から、後発医薬品の使用割合を高める

とともに、医薬分業を進め、かかりつけ薬剤師・薬局の定着を図り、多剤、

重複投与の是正、残薬の発生防止など医薬品の適正使用への取り組みが重

要となっています。 
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第３章 達成すべき目標と医療費の見通し 

１ 平成35年度末までに達成すべき目標 

 (1) 住民の健康の保持の推進に関する目標 

   「住民の健康の保持の推進」に関し、平成35年度に達成すべき目標とし

て、国の基本方針や本県の実情等を踏まえ、次の目標を設定します。 

   これらの目標は、「健やか山梨21（第2次）」（県健康増進計画）及び「山

梨県がん対策推進計画（第3次）」等と整合を図ったものとします。 

  ① 特定健康診査の受診率 

    特定健康診査の実施率の全国目標は、平成35年度において、40歳か

ら74歳までの特定健康診査対象者の70％以上が特定健康診査を受診す

ることとされています。 

本県においても、全国目標同様、対象者の70％以上の受診率を目標と

し、達成に向けた取り組みを進めていきます。 

数値目標  
現 状  

平成 27年度（ 2015）  

目 標  

平成 35年度（ 2023）  

特定健康診査の受診率  ５５．６％  ７０．０％  

     

② 特定保健指導の実施率 

特定保健指導の実施率の全国目標は、平成35年度において、当該

年度における特定保健指導が必要と判断された対象者の45％以上が特

定保健指導を受けることとされています。   

本県においても、全国目標同様、対象者の45％以上の実施率を目標と

し、達成に向けた取り組みを進めていきます。 

数値目標  
現 状  

平成 27年度（ 2015）  

目 標  

平成 35年度（ 2023）  

特定保健指導の実施率  ２２．４％  ４５．０％  
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③ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率 

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群（特定保健指導対

象者）の減少率の全国目標は、平成35年度において、平成20年度と比

べ、25％以上の減少とされています。   

本県においても、全国目標同様、平成20年度と比べ25％以上の減少を

目標とし、達成に向けた取り組みを進めていきます。 

数値目標  
現 状  

平成 27年度（ 2015）  

目 標  

平成 35年度（ 2023）  

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの該当者

及び予備群（特定保健指

導対象者）の減少率  

１０．８％  ２５．０％  

 

④ 成人の喫煙率 

平成 26年度の県民栄養調査において、成人の喫煙率は 19.6％（男

性 34.1％、女性 6.8％）でしたが、喫煙者のうち 36.0％が喫煙をや

めたいと回答しています。  

そのため、喫煙をやめたいと考えている者に禁煙を支援するため

の環境づくりを行い、成人の喫煙率の減少を目指します。  

目標  成人の喫煙率の減少  

      

⑤  生活習慣病の重症化予防  

本県は、糖尿病性腎症による新規透析患者数が、全国で2番目に多い

状況であり、重症化予防を含めた生活習慣病の予防対策が必要です。 

ＣＫＤ（慢性腎臓病）対策とも連携し、腎臓機能低下の早期発見、

早期治療を図り、人工透析導入までの期間の延伸、人工透析実施件

数の減少を目指します。  

   

 
目標  糖尿病性腎症に対する人工透析実施件数の減少  
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⑥  予防接種  

予防接種については、感染症治療費の抑制効果のみならず、県民の疾

病予防の観点から、高い実施率を維持することが重要です。 

特に、感染力が強い麻しん及び風しんの定期の予防接種実施率の

向上は、公衆衛生上極めて重要であるため、本県における麻しん及

び風しんの定期の予防接種実施率を95％以上とし、維持することを目指

します。 

数値目標  
現 状  

平成 28年度（ 2016）  

目 標  

平成 35年度（ 2023）  

麻しん及び風しんの定期

の予防接種実施率 
95％以上  95％以上の維持  

 

⑦  その他の予防・健康づくりの推進  

本県の各がんの検診受診率は、年々上昇傾向であり、いずれも全

国平均を上回っていますが、がんの早期発見、予防のため、引き続

き受診率の向上を図る必要があります。また、精密検査の受診率は、

いずれも全国平均を下回っているため、受診率を高め、早期治療に

よる重症化予防を図る必要があります。  

そこで、平成 35年度において、胃がん、大腸がん、肺がん、乳が

ん及び子宮頸がんの各検診対象者の６０％以上の受診と、各がん検

診の精密検査対象者の９０％以上が、精密検査を受診することを目

指します。  

 

数値目標  
現 状  

平成 28年度（ 2016）  

目 標  

平成 35年度（ 2023）  

各がん検診受診率 

胃がん    ５０．１％  

大腸がん   ５１．３％  

肺がん    ５８．７％  

乳がん    ５７．２％  

子宮頸がん  ４７．９％  

いずれも 60％以上  
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数値目標  
現 状  

平成 27年度（ 2015）  

目 標  

平成 35年度（ 2023）  

各がんの精密検査受診率 

胃がん    ７６．４％  

大腸がん   ６３．８％  

肺がん    ７５．１％  

乳がん    ８３．４％  

子宮頸がん  ５７．７％  

いずれも 90％以上  

 

 (2) 医療の効率的な提供の推進に関する目標 

   「医療の効率的な提供の推進」に関し、平成35年度に達成すべき目標値

として、国の基本方針や本県の実情等を踏まえ、次の目標を設定します。 

   なお、前計画で目標に設定した平均在院日数の短縮については、前計画

期間中の取り組みの結果、持続的に短縮傾向となったことから、国の基本

方針において目標から削除されました。そのため、新たな計画においても、

平均在院日数の短縮は目標に設定しないこととしますが、引き続き、地域

全体での効率的・効果的な医療提供体制の構築のため、地域医療構想を踏

まえた医療機能の分化・連携を推進するとともに、切れ目のない医療・介

護サービスの充実を図り、在宅医療の推進、地域包括ケアシステムの構築

を目指します。 

① 後発医薬品の使用割合 

本県では、これまで、厚生労働省が平成25年4月に策定した「後発医薬品の

さらなる使用促進のためのロードマップ」に基づき、平成30年3月末までに、

後発医薬品の使用割合を60％以上とすることを目標として取り組んで参りま

した。その後、閣議決定により目標が80%以上に引き上げられ、本県の後発医

薬品の使用割合は全国平均には達しないものの着実に伸び続けてきているこ

とから、本計画において平成35年度末までに後発医薬品の使用割合を80％とす

ることを目指します。 

数値目標  
現 状  

平成 28年度（ 2016）  

目 標  

平成 35年度（ 2023）  

後発医薬品の使用割合  59.6％  80％以上  
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② 医薬品の適正使用の推進 

医薬分業の進展により、薬局の薬剤師が、患者の服薬情報を一元的・継続

的に把握できるようになればなるほど、多剤・重複投与の防止や残薬の発生防

止に加え、患者の薬物療法の安全性や有効性の向上など、かかりつけ薬剤師・

薬局を持つことが重要になるため、県民のかかりつけ薬剤師、薬局の定着を目

指します。 

目標  かかりつけ薬剤師・薬局の定着  
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２ 計画期間における医療費の見通し 

 (1) 県の医療費の推計方法 

   国の基本方針において、各都道府県は計画期間の最終年度にあたる平成3

5年度の医療費の見通しを算出することとされています。本県の医療費の見

通しについては、国が示した標準的な都道府県医療費の推計方法により算

出しています。 

   標準的な推計方法では、事業統計（後期高齢者医療事業年報、国民健康

保険事業年報（厚生労働省保険局）等）などを基に算出した医療保険に係

る医療費をベースにして、公費負担等を含めた県の医療費を計算し、それ

を基に過去の医療費の伸び率や病床機能の分化及び連携の推進の成果等か

ら医療費適正化の取り組みを行わない場合の県の医療費を推計します。 

これに医療費適正化の効果として生活習慣病対策、後発医薬品の使用促

進等による適正化効果を織り込み、医療費適正化後の県民医療費を推計す

ることとされています。 

 

 (2) 計画終了時の医療費の見通し 

   本県の医療費は、計画期間の最終年度の平成35年度に約3,115億円になる

と推計されます。 

   これに対し、適正化対策として生活習慣病対策と後発医療品の使用促進

等を行った場合の県民医療費の見通しは、約3,080億円となり、医療費適

正化の取り組みを行わない場合より約35億円、医療費の伸びの適正化が図

られる見込みです。 

注：厚生労働省作成の「都道府県医療費の将来推計ツール」による試算。 
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第４章 目標実現のための県の施策 

１ 住民の健康の保持の推進に関する施策 

 (1) 生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進に向けた施策 

① 「健やか山梨21（第2次）」（県健康増進計画）の推進 

本県では、国の健康づくりの指針「健康日本21（第2次）」を受け、平

成25年度から平成34年度を最終年度とした「健やか山梨21(第2次)」を策

定し、県民の健康づくりを推進していきます。 

本計画は、「健康寿命の延伸及び健康格差の縮小」を最上位の目標とし

て、この目標を達成するために、５つの方向性（目標）を掲げ、県民の健

康づくりを推進し、生活習慣病の発症予防や重症化予防を図り、社会生活

機能低下を抑制していきます。 

ⅰ）健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現   

    高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、生活習慣病の予防等

により健康長寿の延伸を図ります。また、あらゆる世代の健やかな

暮らしを支える良好な社会環境を構築することにより、健康格差の

縮小を図ります。   

ⅱ）主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底   

     食生活の改善や運動習慣の定着等による一次予防に重点を置い

た対策を推進し、合併症の発症や症状の進展等の重症化予防に重点

を置いた対策を推進します。   

ⅲ）社会生活を営むために必要な機能の維持・向上   

     県民が自立した日常生活を営むことを目指し、乳幼児期から高齢

期までのライフステージにおいて、心身機能の維持及び向上を図り

ます。また、生活習慣病を予防し、又は発症時期を遅らせることが

できるように、子どもの頃から健康な生活習慣づくりに取り組みま

す。  
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ⅳ）健康を支え、守るための社会環境の整備   

     社会全体で、個人の健康を支え、守る環境づくりに努めていくこ

とが重要です。地域や世代間の相互扶助など、地域や社会の絆、職

場の支援等が機能することにより社会全体が相互に支え合うとも

に、健康を視点とした社会環境の整備に努めます。   

ⅴ）栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔  

の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善   

     上記ⅰ）からⅳ）までの取組みの方向性を実現するため、県民の

健康増進を形成する基本要素となる栄養・食生活、身体活動・運動、

休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善が重

要です。  

   生活習慣の改善を含めた健康づくりを効果的に推進するため、乳

幼児期から高齢期までのライフステージや性差、社会経済的状況等

の違いに着目し、生活習慣の改善を図ります。  

② 特定健康診査及び特定保健指導の推進 

   ○ 県民一人ひとりが自らの健康状態を知り、生活習慣の改善を図

 るため、保険者協議会（注 6）等と連携し、特定健康診査及び特定

 保健指導の実施率の向上に取り組みます。 

   ○ 県や保険者協議会等が連携し、特定健康診査・特定保健指導に携

わる人材の質の向上に取り組みます。 

   ○ 健診の必要性についての普及啓発を行うとともに、健診、保健

指導を通じて、生活習慣病の発症予防及び重症化予防の正しい知

識の普及に努めます。  
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 資料：特定健康診査等実施計画作成の手引き（厚生労働省） 

 

③ たばこ対策の推進 

   ○ 喫煙は、がん、循環器疾患等の生活習慣病を引き起こす最も危険な

要因であるとともに、受動喫煙が及ぼす影響も大きく、様々な疾病の

原因となるため、たばこ対策を推進していきます。 

○ 喫煙をやめたいと考えている人が禁煙できるための支援環境づくり

や、未成年者への防煙教育及び受動喫煙防止の取り組みを推進します。 

○ たばこの害についての普及啓発を継続するとともに、ＣＯＰＤ（慢

性閉塞性肺疾患）についての普及啓発を図ります。 

•年間実施予定
 （実施量・内
 容・ 委託先
 等）の設定

•特定健康診査
 等実施計画
 （５年計画）
 の毎年度の点
 検・補正

～

　
歳
の
全
加
入
者

（
被
扶
養
者
含
む
）

•健診結果
 （内臓脂
 肪症候群
 に係るリ
 スクの
 数）

•質問票
 （治療
 歴、喫煙
 その他生
 活習慣な
 ど）

•生活習慣
 上の課題
 の有無と
 その内容
 等

リスク
が重な
りだし
た段階

リスク
が出現
し始め
た段階

リスク
が未出
現の段
階

•生活習慣
 病の特性
 や生活習
 慣の改善
 に関する
 基本的な
 理解を支
 援

•健診結果
 の提供に
 合わせ
 て、全員
 に個別の
 ニーズ、
 生活習慣
 に即した
 情報を提
 供

•対象者
 毎での
 作成

•健診結
 果と詳
 細な質
 問票で
 行動変
 容の準
 備状態
 を把握

 積極的支援

準備段階にあわ
せて個別の目標
を設定し、具体
的で実現可能な
行動の継続を支
援

動機付け支援

生活習慣の改善
に対する個別の
目標を設定し、
自助努力による
行動変容が可能
となるような動
機づけを支援

対
象
者
毎
の
評
価

（
6
か
月
後
の
終
了
時
評
価
）

●アウトプッ
 ト(事業実施
 量)評価→
 実施回数や
 参加人数等

●アウトカム
 (結果)評価
 →糖尿病等
 の有病者・
 予備群の減
 少率、保健
 指導効果

●プロセス
 (過程)評価

●健康度の
 改善効果と
 医療費適正
 化効果 等

治療（保健指導の枠外）

年次計画
の設定

特定健康診査 特定保健指導

評価

階層化
（保健指導対象者の選定）

情報提供 支援計画

医療保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施

40

74

（注 6）保険者協議会  

各都道府県単位で医療保険者が連携・協力して、医療費分析及び生活習慣病や健

康づくり等の保健事業の円滑、効果的な実施に取り組むために設立されています。  
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④  生活習慣病の重症化予防の推進  

   ○ 生活習慣病に罹患した患者に対し、速やかに医療機関の受診を勧奨

するとともに、未受診者、医療中断者に対しても、市町村や保険

者と連携し、受診勧奨を行い、必要な治療につなげ、重症化予防

を行います。  

   ○ 県医師会、山梨県糖尿病対策推進会議、保険者等と連携し、平

成 28年 4月に日本医師会、日本糖尿病対策推進会議及び厚生労働

省が策定した「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を参考に、

本県版のプログラムを策定していきます。  

   ○ 平成 27年度より取り組みを開始しているＣＫＤ（慢性腎臓病）

対策を、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」と連動させ、Ｃ

ＫＤの普及啓発、かかりつけ医と腎臓病専門医との病診連携体制

の構築を進めることにより、腎機能障害の早期発見、早期治療を

図り、人工透析導入までの期間の延伸、新規人工透析導入患者数

の減少を目指していきます。  

⑤ 市町村による住民に対する健康増進対策への支援 

○ 歯周疾患検診、骨粗鬆症検診等を実施する市町村に対して、県は健

康増進事業として支援します。 

(2) 予防接種の推進に向けた施策 

   県民に対して、予防接種に関する正しい知識の普及啓発を図ります。 

  また、予防接種を実施する市町村に対して、予防接種に関する最新の動

向を伝え、法令に基づく予防接種が適切に実施されるよう支援します。 

(3) その他予防、健康づくりの推進に向けた施策 

① がん検診及び精密検査受診率の向上 

   ○ がん検診及び精密検査受診率の向上のため、県民に対して、がん検

診及び精密検査に関する正しい知識の普及啓発を図ります。 
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  ② 地域での健康づくりの推進 

   ○ 医療従事者、市町村、保険者、愛育会、食生活改善推進員会などの

地域の関係団体が連携した、栄養・運動・生活習慣などの関する普及

啓発を促進し、地域での健康づくり・発症予防を進めます。 

  ③ 「山梨県国民健康保険運営方針」に基づく取り組み  

   ○ 「山梨県国民健康保険運営方針」に基づき、市町村が行う後発

医薬品の使用促進や重複受診・重複投薬等の是正に向けた取り組

み及びデータヘルス計画に基づく保健事業が、より効果的に実施

できるように、取組の進んでいる市町村の事例の情報提供等を通

じた好事例の横展開や、定期的・計画的な助言等の支援を行いま

す。  
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２ 医療の効率的な提供の推進に関する施策 

 (1) 病床機能の分化・連携の推進と地域包括ケアシステムの構築に向けた施

策 

①  医療機関の分化・連携（注 7）の推進  

  ○ かかりつけ医を持つことの意義について、山梨県医師会等と連携し、

県民に啓発を行っていくとともに、県民が適切な医療機関を選択でき

るよう、診療所の情報等についてインターネットなどでわかりやすく

提供していきます。 

   ○ 地域医療構想を踏まえ、地域の医療ニーズに対応し、患者が病状に

応じて適切な医療を将来にわたり持続的に受けられる体制を構築する

ため、医療機関の自主的な取り組みと医療機関相互の協議により病床

の機能分化・連携が推進されるよう、必要な支援を行っていきます。 

   ○ がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病などの治療における効果的な

  医療連携が図られるよう、切れ目のない連携に向けた体制作りを行い

  ます。 

 

② 在宅医療の推進 

   ○ 円滑で適切な退院支援が行われるよう、入院医療機関における退院

支援担当者の設置や退院時のカンファレンス・連絡票等による在宅医

療に係る機関との情報共有、高齢者のほか小児等の在宅療養者への対

応を促進します。 

   ○ 多職種協働による継続的、包括的な医療に加え、家族の負担軽減に

つながるサービスの提供を図るため、在宅医療・介護従事者等による

会議等や多職種の研修会を通じた医療機関相互の連携や訪問看護・訪

（ 注 7） 医 療 機 関 の 機 能 分 化 ・ 連 携  
   医 療 機 関 の 機 能 分 化 と は 、 地 域 の 医 療 機 関 が 救 急 医 療 の 機 能 、 回 復 期 リ ハ ビ リ

テ ー シ ョ ン の 機 能 、 介 護 サ ー ビ ス の 機 能 な ど の 専 門 的 医 療 等 を 分 担 し て 提 供 で き

る よ う 、 そ れ ぞ れ の 専 門 性 を 高 め る こ と を い い ま す 。  
   医 療 機 関 の 連 携 と は 、 「 か か り つ け 医 」 の 機 能 を 中 心 と し た 日 常 的 な 医 療 を 基

盤 と し な が ら 、必 要 な と き に 機 能 分 化 し た 地 域 の 医 療 機 関 な ど が 役 割 を 分 担 し て 、

切 れ 目 の な い 医 療 を 提 供 す る こ と を い い ま す 。  
   医 療 機 関 の 機 能 分 化 と 連 携 に よ り 、 限 ら れ た 地 域 の 医 療 資 源 を 効 率 的 、 効 果 的

に 活 用 す る こ と が で き ま す 。  
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問歯科診療・訪問薬剤指導との連携、介護関係者・地域包括支援セン

ター等との連携を促進します。 

   ○ 24時間対応が困難な在宅医療に係る機関と在宅療養支援病院・診療

所（注8）や24時間対応可能な訪問看護事業所などとの連携を促進する

とともに、在宅医療に係る機関で対応できない急変時に入院医療機関

への円滑な搬送が行われるよう調整等を図ります。 

   ○ 住み慣れた地域で受けられる医療及び介護や看取りに関する県民へ

の適切な情報提供を行います。 

○ 看取りに係る専門知識や技術・経験を有する在宅医療・介護従事者

等の育成を図るため、在宅緩和ケアに係る研修等を実施します。 

 

③ 地域包括ケアシステム（注9）の構築 

   ○ 医療的ニーズの高い高齢者の在宅生活を支えるため、医療と連携し

た介護サービスが継続的に提供できる体制づくりに取り組みます。 

   ○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの在宅サービスの充実・強

化を図るとともに、自宅で暮らすことが困難になっても住み慣れた地

域で安心して生活が送れるよう、地域密着型特別養護老人ホーム等の

施設・居住系サービスの基盤整備を進めます。 

   ○ 地域包括ケアシステムの構築に向けて中心的役割を果たす地域包括

支援センター（注10）の機能強化を図るため、地域で連携して高齢者を

支える地域ネットワークの構築や、多職種が連携して地域課題の解決

を図る地域ケア会議の活用に取り組む市町村を支援します。 

   ○ 高齢者の自立や介護の軽度化を図るため、市町村等が行う介護予防

事業や高齢者による自主的な取り組みを支援します。 

   ○ 見守りや配食、買い物や通院のための外出支援など、地域の実情や

高齢者のニーズに応じた高齢者の生活を支える取り組みを支援します。 

（注 8）在宅療養支援病院・診療所  
   在宅療養支援病院・診療所とは、必要に応じて他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーシ

ョン等との連携を図りつつ 24 時間往診と訪問看護等を提供できる在宅医療の拠点としての役

割を期待されている医療機関です。  
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   ○ 高齢者の多様なニーズに対応するため、サービス付き高齢者向け住

宅や介護付きの住まいの適切な供給を促進します。 

 

④ 在宅医療と介護の連携推進 

   ○ 医師、歯科医師、保健師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士等の医療職、介護支援専門

員、介護福祉士、介護保険施設職員等の介護職などの在宅医療・介護

従事者等が専門的な知識を活かし、互いに連携して、患者・家族をサ

ポートすることが必要であるため、医療・介護サービスに必要な知識・

技術の向上や協力体制の構築に向けた多職種による研修会を開催する

など多職種の人材の育成・確保に取り組みます。 

   ○ 限られた医療・介護資源を有効活用し、効果的で適切な医療・介護

サービスの提供が行われるよう、地域の在宅医療・介護従事者や市町

村等の関係者による会議等の設置を支援します。 

   ○ 在宅医療・介護サービスを必要とする患者や家族の利便性の向上を

図るため、地域の医療機関や介護事業所等の機能を明確化し、地域の

医療・介護関係者が情報を共有・活用することにより、それぞれの効

果的な連携を推進します。 

   ○ 自宅等の住み慣れた生活の場において必要な医療・介護サービスが

提供されるために、医療と介護のコーディネートや地域の在宅医療を

担う人材育成及び普及啓発や相談等の取り組みを行う拠点の設置など、

市町村等が実施する取り組みを支援します。 

 

 

（注 9）地域包括ケアシステム 

   地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活

の支援が包括的に確保される体制のことをいいます。 

 

（注 10）地域包括支援センター 

   地域包括支援センターは、2005（平成 17）年の介護保険法改正で定められた地域住民の保健・

福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関で、各市町村に

設置されているものです。センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、

専門性を活かして相互連携しながら業務に当たっています。 
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(2) 後発医薬品の使用促進に向けた施策 

 県では、医師、薬剤師、製薬メーカー及び消費者の代表者等で構成す

る「後発医薬品安心使用促進協議会」を設置し、「後発医薬品のさらな

る使用促進のためのロードマップ」（平成25年４月厚生労働省発出）に

基づき、医師や薬剤師等の医療従事者を対象とした研修会の開催や県民

向け啓発ポスターの作成・配付、更には、県民を対象としたシンポジウ

ムの開催などを通じ、後発医薬品に対する理解と使用を促してきました。 

今後は、病院や診療所、薬局等の医療機関における後発医薬品の選択

が一層進むよう、県内で後発医薬品を積極的に採用している病院の状況

を調査し、採用医薬品名を取りまとめた「汎用リスト」を作成します。 

更に、「汎用リスト」が有効に活用されるよう医療機関を対象とした

研修会を開催するとともに、患者の不安解消に役立つリーフレットを配

付するなど、市町村や健康保険組合等とも連携して、医療機関や県民の

後発医薬品への理解を深め、一層の使用促進を図っていきます。 

(3) 医薬品の適正使用の推進に向けた施策 

 県民一人ひとりが、「かかりつけ薬剤師・薬局」を決め、複数の医療

機関を受診した場合も、その薬局に処方せんを持ち込み、いつでも相談

できる環境づくりを進めるため、様々な機会を捉えて普及啓発を行い、

医薬品の適正使用を図っていきます。 

また、医薬関係団体や学会等が実施する研修の機会を提供することに

より、専門性を向上させ医療技術の高度化・専門分化の進展に対応しチ

ーム医療や地域医療へ貢献できる薬剤師を養成します。これによって、

地域全体のかかりつけ薬剤師・薬局の機能が強化され、多職種連携によ

る在宅医療サービスにつなげ、県民の医療の質的向上を図ることを目指

します。 
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３ その他、医療費適正化のために取り組む施策 

   生活習慣病の発症予防及び重症化予防に向けた取り組み、後発医薬品の

使用促進に向けた取り組みの他に、本県においては、下記の事項について

取り組みます。 

 (1) 適切な受療行動の促進 

医療保険者、市町村、保険医療機関等の関係者は、互いに連携・協力し

ながら、住民に対する保健指導、医療相談、広報等を通じ、住民の適切な

受療行動に向けた啓発を行います。 
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第５章 関係者の役割と連携・協力 

１ 関係者の役割 

 (1) 市町村の役割 

  ○ 地域住民に対し、健康増進法に基づく各種保健事業の実施に努めると

ともに、国民健康保険の保険者として、被保険者を対象とした特定健康

診査及び特定保健指導を着実に実施します。また、後発医薬品の使用促

進や重複受診・重複投薬等の是正に向けた取り組みを推進するとともに、

データヘルス計画に基づく事業の実施に取り組みます。   

  ○ 県や関係機関、団体等との協働により、地域包括支援センターを拠点

に地域包括ケアシステムの構築に取り組みます。 

 (2) 保険者等の役割 

  ○ 被保険者等に対する特定健康診査及び特定保健指導を着実に実施し、

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群を減少します。 

  ○ 被保険者等の適切な受療行動の促進に努めます。 

  ○ データヘルス計画を推進し、検診・レセプトデータの分析に基づいた

保健事業を効果的・効率的に実施します。 

  ○ 後発医薬品の使用促進のため、自己負担の差額通知等の取り組みを推

進します。 

  ○ 医療機関と連携した訪問指導の実施等により、重複投薬の是正に向け

た取り組みの実施に努めます 

 (3) 医療機関及び医療関係団体の役割 

  ○ 医療機関および山梨県医師会、山梨県歯科医師会、山梨県薬剤師会、

山梨県看護協会、山梨県栄養士会等の医療関係団体は、県が策定する医

療費適正化計画、地域保健医療計画等の内容を理解し、会員への周知及

びこの計画の推進に努めます。 

 (4) 事業者等の役割 

  ○ 事業者等は、労働安全衛生法に定められた健康診断等の労働者の健康

確保に関する措置を確実に実施します。 
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 (5) 県民の役割 

  ○ 県民は、自らの健康は自らが守るという認識のもと、一人一人が若い

時期から健康に留意することにより、生活習慣病を引き起こす要因を防

ぐよう努めることが求められます。 

  ○ 地域の医療体制についての情報収集を行い、身近な医療機関の中から、

自らの健康状態を把握し、信頼関係のあるかかりつけの医師を持ち、そ

の判断を得ながら、症状に応じた必要な医療を受けることが求められま

す。 

 

２ 関係者との連携及び協力 

 (1) 住民の健康の保持の推進 

   住民の健康の保持増進を図るために、従来からの「自分の健康は自分で

守る」という考え（自助）を基本に、個人の健康づくりを社会全体で支え

る地域づくり、さらに、学校や企業、NPO等の民間団体、愛育会・食生活改

善推進員連絡協議会等ボランティア団体や自助グループなどへの支援や活

用を図ります。 

健康増進の取り組みを総合的に進めるためには、地域保健のみならず、

職域保健、学校保健、まちづくり施策など横断的な施策の推進が重要なこ

とから、関係部署や関係機関と十分に連携を取りながら、健康増進の観点

を取り入れた施策の推進に努めます。 

 (2) 医療の効率的な提供の推進 

   山梨県医療審議会や山梨県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会などを

活用し、医療・福祉の関係者等と情報交換を行い、相互に連携及び協力を

行います。 
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第６章 計画の達成状況の評価 

１ 計画の進行管理体制 

   この計画の効果的な実施を推進するためには、適切な計画の評価と進行管理

が必要です。 

   このため、医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経験者等で構

成する「山梨県医療審議会」を活用し、定期的に計画の達成状況を評価し、そ

の結果に基づいて必要な対策を実施します。なお、進行管理は、計画の実効性

を高めるため「ＰＣＤＡサイクル（注11）」に基づく管理を行います。 

 

山梨県医療費適正化計画  

 

                                       評価・進行管理 

 

山梨県医療審議会 
（医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者、学識経験者等） 

 

 

               参加                        フィードバック 

 

 

 

 

 

（注 11）ＰＤＣＡサイクル 
   ＰＤＣＡサイクルとは、Ｐｌａｎ／Ｄｏ／Ｃｈｅｃｋ／Ａｃｔｉｏｎの頭文字を揃えたもので、計画（Ｐ

ｌａｎ）→実行（Ｄｏ）→検証（Ｃｈｅｃｋ）→改善（Ａｃｔｉｏｎ）の流れを次の計画に活かしていく

プロセスをいいます。 

 

医療機関等  

関係団体  
市町村  

福祉施設等

関係団体 
保険者等  学識経験者  
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２ 計画の評価 

   計画の進捗状況や目標の達成状況、あるいは計画に掲げた取り組みの効

果を適正に把握するために、前記の進行管理体制により、以下のとおりの

評価を行うこととします。 

 (1) 進捗状況の公表 

計画の進捗状況は、毎年度（計画最終年度及び実績評価を行った年度を

除く）、公表します。 

 (2) 進捗状況に関する調査及び分析（暫定評価） 

   計画期間の最終年度（平成35年度）には、進捗状況に関する調査・分析

を行い、その評価結果を公表するとともに、次期計画の見直しに活用しま

す。 

 (3) 実績の評価 

   計画期間終了の翌年度（平成36年度）には、目標の達成状況を中心とした実

績評価を行い、その結果を公表します。 

 

 

 


